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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第201期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第200期

会計期間

自　平成21年
　　２月１日
至　平成21年
　　４月30日

自　平成20年
　　２月１日
至　平成21年
　　１月31日

売上高 (百万円) 29,724 96,905

経常利益 (百万円) 813 478

四半期純利益又は
当期純損失（△）

(百万円) 689 △442

純資産額 (百万円) 13,327 12,513

総資産額 (百万円) 43,989 47,218

１株当たり純資産額 (円) 38.42 34.20

１株当たり
四半期純利益又は
当期純損失（△）

(円) 3.51 △4.83

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 3.13 ─

自己資本比率 (％) 30.30 26.50

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,970 △416

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △249 △163

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,000 △1,142

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 5,582 6,861

従業員数 (名) 867 857

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第200期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失が計上されているため記

載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

［店舗事業］

当社は平成21年２月２日付で連結子会社である㈱オルモを会社分割（分割型新設分割）により新設して

おります。「㈱オルモ」は同じく当社連結子会社である「㈱ケヤキブックス」（平成21年２月２日付商号

変更前の商号は「㈱オルモ」）の全事業に係る経営資源を、一部負債を除き承継したものであります。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動は以下のとおりです。

　

名称 住所
資本金
又は出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

㈱オルモ 宮城県名取市 10 店舗事業
所有

100.0

書籍の販売・ビデオ・ＣＤ
・ＤＶＤのレンタル業務の
分担
資金の貸付
役員の兼任等　１名

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　㈱オルモは、平成21年２月２日付で会社分割（分割型新設分割）により新設され、当社連結子会社である「㈱

ケヤキブックス」（平成21年２月２日付商号変更前の商号は「㈱オルモ」）の全事業の移管を受けたもので

す。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

　 平成21年４月30日現在

従業員数(名) 867 (2,903)

(注)　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は、当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員を(　)外数で記載しており

ます。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年４月30日現在

従業員数(名) 828 (2,799)

(注)　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は、当第１四半期会計期間の平均雇用人員を(　)外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

教育・学術事業 1,843

出版事業 187

店舗内装事業及びその他事業 621

合計 2,652

(注) １　金額は製造原価であります。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

教育・学術事業 2,948 5,753

店舗内装事業及びその他事業 851 87

合計 3,799 5,840

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

教育・学術事業 19,359

店舗事業 8,693

出版事業 638

店舗内装事業及びその他事業 1,032

合計 29,724

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、次の経営上の重要な契約等を行っております。

契約会社名 相手先 契約書名 契約の概要 締結日

提出会社
㈱図書館流通
センター
大日本印刷㈱

変更合意書

　当社及び㈱図書館流通センター並びに大日本
印刷㈱による平成20年12月16日付「経営統合に
関する基本合意書」にて定めた、平成21年３月
中旬予定の最終契約書締結及び株式移転計画承
認、平成21年４月下旬予定の定時又は臨時株主
総会における株式移転計画書承認、及び平成21
年８月３日予定の共同持株会社設立等の経営統
合に関する予定を変更し、最終契約締結を平成
21年内を目途としたうえで、株式移転比率及び
共同持株会社設立日等を最終契約書にて定める
ものとする。

平成21年
３月24日

　

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間（平成21年２月１日～平成21年４月30日）のわが国経済は、昨年からの世

界経済の急速な悪化が引き続き深刻さを増しており、企業収益も大幅に悪化していく中で、消費者の生活

防衛意識の高まりから個人消費も低迷するなど、先行き不透明な厳しい状況で推移いたしました。

このような状況下、当社グループにおきましては、主力の教育・学術事業の物販系売上とソリューショ

ン関連売上が増加いたしました。しかしながら大学の学部・学科の新増設計画の減少により設備工事関

連売上が減少するとともに昨秋の円高の影響により外国雑誌の円貨ベースでの売上が減少いたしまし

た。さらに店舗事業におきましては節約志向の高まりから消費者の買い控えが顕著となるなど業績は厳

しく推移いたしました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は297億24百万円、営業利益は９億44百万円となりま

した。また為替差損95百万円を営業外費用に計上したことなどから、経常利益は８億13百万円となり、ま

た「棚卸資産の評価に関する会計基準」適用に伴う、たな卸資産評価損１億円を特別損失に計上したこ

となどから、四半期純利益は６億89百万円となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

［教育・学術事業］

当事業の収益の基礎である洋書・和書・教科書の物販系売上は、前年同期を上回り、特に前期において

出店拡大した大学内売店につきましては堅調に推移いたしました。

またソリューション関連の売上につきましても、当第１四半期連結会計期間におきまして図書館アウ

トソーシングの新規受注件数が11館増加したことなどから順調に推移しております。

一方、外国雑誌につきましては、昨秋からの円高の影響により円貨ベースでの売上が減少するととも

に、大学の学部・学科の新増設計画の縮小により設備工事関連売上につきましても減少いたしました。
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以上の結果、当事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は193億59百万円、営業利益は12億22百万円

となりました。

　

［店舗事業］

当第１四半期連結会計期間におきまして２月に「浜松メイワン店」を閉店したほか、１月に建物建替

え工事のため閉店した「新静岡センター店」に代わり、３月に「新静岡店」を開店いたしました。この閉

店期間における売上の減少に加えて、昨年からの景気減速による急速な個人消費マインドの低下と企業

の経費削減による出張者の減少により大都市駅周辺の店舗への影響が大きく、当事業の当第１四半期連

結会計期間の売上高は86億93百万円、営業損失は87百万円となりました。

　

［出版事業］

主力の当社刊行書籍につきましては、『理科年表シリーズ　環境年表』『光る遺伝子～オワンクラゲと

緑色蛍光タンパク質ＧＦＰ』『研究室マネジメント入門～人・資金・知財・倫理』『カッツング薬理学

　原書10版』など新刊15点を刊行いたしました。

また当社を発売元とする他社発行書籍につきましては、昨年から引き続き土木建築書の売上が減少し、

また３月を予定していました『道路土工要綱』『道路土工－切土工・斜面安定工指針』の刊行が６月末

予定に延期となったことから、苦戦を強いられました。

このような結果、当事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は６億38百万円、営業利益は１億44百万

円となりました。

　

［店舗内装事業及びその他事業］

主要顧客である書店チェーンやフランチャイズ本部などが厳しい環境にある中、設備投資意欲減退の

影響は大きく、大型案件の獲得が難しく売上は減少いたしました。

これを補うべく、原価見直しによる売上総利益率の向上や経費削減に努めた結果、当事業の当第１四半

期連結会計期間の売上高は10億32百万円、営業利益は１億28百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は前連結会計年度末と比較して32億29百万円減少し、439

億89百万円となりました。主な要因は現金及び預金の減少12億79百万円、受取手形及び売掛金の減少13億

２百万円、たな卸資産の減少８億71百万円によるものであります。また負債の部は支払手形及び買掛金の

増加43億２百万円、短期借入金の減少80億円等により前連結会計年度末と比較して40億43百万円減少し、

306億62百万円となりました。純資産は四半期純利益による増加等により、前連結会計年度末と比較して

８億13百万円増加し、133億27百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は55

億82百万円（前連結会計年度末68億61百万円）となり前連結会計年度末と比較して12億79百万円の減少

となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により獲得した資金は、69億70百万円となりました。これは主に、売上債権の減少、たな卸資

産の減少および仕入債務の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、２億49百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得によ

る支出、敷金及び保証金の差入による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、80億円となりました。これは主に、短期借入金の減少によるもので

あります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 299,900,000

第１回Ａ種優先株式 11,120

第１回Ｂ種優先株式 11,120

第１回Ｃ種優先株式 11,120

第１回Ｄ種優先株式 11,120

第１回Ｅ種優先株式 7,410

第１回Ｆ種優先株式 7,410

第１回Ｇ種優先株式 7,410

第１回Ｈ種優先株式 7,410

計 300,000,000

(注)　会社法下では、発行可能種類株式総数の合計は発行可能株式総数と一致する必要はないと解され、当社におきまし

ても発行可能種類株式総数の合計は発行可能株式総数と一致いたしません。

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年４月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年６月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 176,403,360176,403,360
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数　1,000株

第１回Ａ種優先株式 11,120 11,120 ─ （注）

第１回Ｂ種優先株式 11,120 11,120 ─ （注）

第１回Ｃ種優先株式 11,120 11,120 ─ （注）

第１回Ｄ種優先株式 11,120 11,120 ─ （注）

計 176,447,840176,447,840― ―

(注)　第１回Ａ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株式、第１回Ｄ種優先株式の内容は次のとおりであり

ます。
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(1)優先配当金

a) 優先配当金

当社は、剰余金の配当を行うときは、各事業年度末日最終の株主名簿に記載又は記録された各種

優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。）又は各種優先株式の登録株式質権者（以

下「優先登録株式質権者」という。）に対し、各事業年度末日最終の株主名簿に記載又は記録さ

れた当社普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び当社普通株式の登録株式質

権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、各種優先株式１株につき下記b)に定め

る額の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。但し、平成18年１月31日に終了する事業年

度及び平成19年１月31日に終了する事業年度における優先配当金の支払いは行わない。

b) 優先配当金の額

1) 優先配当金の額は、優先株式の払込金額（135,000円）に、それぞれの事業年度毎に下記の配当

年率（以下「優先配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。優先配当金は、円位未満小

数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

2) 優先配当年率は、平成19年２月１日以降、次回配当年率修正日（下記 4）に定義される。）の前

日までの各事業年度について、以下の算式によりそれぞれ計算される年率とする。

平成20年１月31日に終了する事業年度

優先配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋3.00％

平成21年１月31日に終了する事業年度

優先配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋3.50％

平成22年１月31日に終了する事業年度

優先配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋4.00％

平成23年１月31日に終了する事業年度

優先配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋4.50％

平成24年１月31日に終了する事業年度から平成28年１月31日に終了する事業年度まで

優先配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋7.50％

平成29年１月31日に終了する事業年度以降

優先配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋10.00％

3) 優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

4) 「配当年率修正日」は、平成20年２月１日及び、以降毎年２月１日とする。当日が銀行休業日の

場合は前営業日を配当年率修正日とする。

5) 「日本円TIBOR（６ヶ月物）」は、平成19年２月１日又は各配当年率修正日及びその直後の８月

１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点（以下それぞれ「優先配当決定基準

日」という。）において、午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・

オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値の平均値を

指すものとする。当該平均値の算出にあたり、優先配当決定基準日に日本円６ヶ月物トー

キョー・インター・バンク・オファード・レートが公表されない場合、これに代えて、同日

（当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時におけるロ

ンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR６ヶ月物（360日ベー

ス））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められ

るものを用いるものとする。

c) 累積条項

当社は、ある事業年度において優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先配当金の一部又は

全部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「優

先株式累積未払配当金」という。）については、優先配当金に先立ってこれを優先株主又は優先

登録株式質権者に支払う。

d) 非参加条項

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

(2)残余財産の分配

a) 当社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通

登録株式質権者に先立ち、優先株式１株につき135,000円及び優先株式累積未払配当金相当額の

合計額（以下「優先残余財産分配金」という。）を支払う。

b) 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先残余財産分配金のほか、残余財産の分配は行

わない。
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(3)償還請求権

a) 第１回Ａ種優先株主及び第１回Ａ種優先登録株式質権者は、平成19年以降の毎年定時株主総会開

催日（同日を含む。）から、第１回Ｂ種優先株主及び第１回Ｂ種優先登録株式質権者は、平成20

年以降の毎年定時株主総会開催日（同日を含む。）から、第１回Ｃ種優先株主及び第１回Ｃ種優

先登録株式質権者は、平成21年以降の毎年定時株主総会開催日（同日を含む。）から、第１回Ｄ

種優先株主及び第１回Ｄ種優先登録株式質権者は、平成22年以降の毎年定時株主総会開催日

（同日を含む。）から、それぞれ毎同年12月末日（同日を含む。）までの期間において、当社の前

事業年度の分配可能額から、当該前事業年度に関する定時株主総会において剰余金として配当

し又は支払うものと定めた額を控除した額を、償還（以下で定義される。）請求日が属する事業

年度における償還の上限として、優先株式の全部又は一部を取得し、これと引換えに金銭を交付

すること（以下、優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを「償還」と

いう。）の請求を行うことができ、当社は、当該償還請求のあった日から１ヶ月以内に、法令の定

めに従い償還手続きを行うものとする。

b) 同日において、上記a)本文の上限額を超えて各種優先株式を有する株主及び登録株式質権者から

の償還請求があった場合、上記a)本文の限度額を償還請求があった各種優先株式の払込金額総

額に応じて按分比例した金額を当該優先株式の償還限度額とし、償還すべき優先株式は当該償

還限度額の範囲内で抽選又は按分比例の方法により決定する。

c) 当社は、優先株主及び優先登録株式質権者に対し、償還の対価として、１株当たり金135,000円に、

償還日の属する事業年度における優先配当金の額を償還日の属する事業年度の初日から償還日

までの日数（初日及び償還日を含む。）で日割計算した額（小数第３位まで算出し、その小数第

３位を四捨五入する。）並びに優先株式累積未払配当金相当額の合計額を加算した額を支払う

ものとする。

(4)強制償還

a) 当社は、第１回Ａ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株式及び第１回Ｄ種優先株式

の全部又は一部については平成22年以降の毎年定時株主総会開催日（同日を含む。）から、それ

ぞれ毎同年５月31日（同日を含む。）までの期間において、優先株式の全部又は一部を取得し、

これと引換えに金銭を交付すること（以下、「強制償還」という。）ができる。

b) 償還価額は、１株につき、金139,050円に、償還日の属する事業年度における優先配当金の額を償

還日の属する事業年度の初日から償還日までの日数（初日及び償還日を含む。）で日割計算し

た額（小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）並びに優先株式累積未払配当

金相当額の合計額を加算した額とする。

c) 一部償還するときは、抽選その他の方法により行う。

(5)株式の併合又は分割、新株引受権等の付与

a) 当社は、法令に定める場合を除き、優先株式について株式の併合又は分割は行わず、また株式無償

割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

b) 当社は、優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権

利若しくは新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。

(6)転換予約権

a) 転換を請求し得べき期間

第１回Ａ種優先株式については平成18年９月１日以降、第１回Ｂ種優先株式については平成19

年９月１日以降、第１回Ｃ種優先株式については平成20年９月１日以降、第１回Ｄ種優先株式に

ついては平成21年９月１日以降とする。

b) 転換の条件

各種優先株主は、以下に定める条件で、その有する各種優先株式を取得し、これと引換えに普通

株式を交付すること（以下、「転換」という。）を請求することができる。

1) 当初転換価額

当初転換価額は、普通株式１株当たり135円とする。

2) 転換価額の調整

(A)転換価額は、上記a)にそれぞれ定める日以降、下記(B)に掲げる各事由により、次の算式（以

下「転換価額調整式」という。）に従って調整される。

　 　 　 　
既　発　行
普通株式数

 

＋

新規発行・処分
普 通 株 式 数

×
１株当たりの
発行・処分価額

 
調 整 後
転換価額

 

＝

 
調 整 前
転換価額

 

×

１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数
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(B)転換価額調整式により優先株式の転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

(ⅰ) 下記(F)に定める時価を下回る払込金額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又

は当社の有する当社の普通株式を処分する場合（但し、普通株式に転換され若しくは

転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。以下同じ。）の転換又は行使による場合は除く。）

調整後転換価額は、払込の翌日以降、又は募集のための基準日がある場合はその日の翌

日以降これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。但し、分配

可能額から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割によ

り普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入の決

議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための基準日とする場合には、

調整後転換価額は、当該分配可能額の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌

日以降、これを適用する。

なお、上記但書において、株式の分割のための基準日の翌日から当該分配可能額の資本

組入の決議をした株主総会の終結の日までに転換をなした者に対しては、次の算出方

法により、当社の普通株式を新たに交付する。この場合に、１株未満の端数を生じたと

きはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

株式数

 

＝

(調整前転換価額－調整後転換価額)×
調整前転換価額をもって転換により
当該期間内に交付された株式数

調整後転換価額

(ⅲ) 下記(F)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換され又は転換するこ

とができる株式を発行する場合

調整後転換価額は、払込又は募集のための株主割当基準日がある場合はその日に、発行

される株式全てが転換されたものとみなし、その払込の翌日以降、又は株主割当の基準

日がある場合はその翌日以降、これを適用する。但し、当該発行される株式の転換価額

がその払込又は株主割当の基準日において確定しない場合、調整後転換価額は、転換価

額が決定される日に、発行される株式の全てが転換されたものとみなし、当該価額決定

日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ) 新株予約権の行使により発行される普通株式の１株当たりの払込金額（会社法第236条

に定める新株予約権の行使に際して出資される１株当たりの財産の価額（金銭以外の

財産を出資の目的とする場合を含む）と会社法第238条第１項第２号又は第３号に定

める新株予約権１個と引換えに払い込む金銭の額の合計額。以下本項において同じ。）

が下記(F)に定める時価を下回ることとなる新株予約権を発行する場合

調整後転換価額は、払込又は株主割当の基準日がある場合はその日に、発行される新株

予約権の全てが行使されたものとみなし、払込の翌日以降、又は株主割当基準日の翌日

以降これを適用する。但し、新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当たりの価

額がその払込又は株主割当の基準日において確定しない場合、調整後転換価額は、新株

予約権の行使に際して払込をなすべき１株当たりの価額が決定される日に、発行され

る全ての新株予約権の行使がなされたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降これ

を適用する。

(C)当社は、上記(B)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

取締役会が適当と判断する転換価額の調整を行うものとする。

(ⅰ) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減少又は普通株式の併合その他当社普通株

式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により、転換価額の調整を必要とす

る場合

(ⅱ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換

価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要が

ある場合

(D)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満に

とどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事

由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調

整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
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(E)転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。

(F)転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日（但し、上記(B)(ⅱ)但書の

場合には株式の分割のための基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東

京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

均値とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(G)転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効

な転換価額とする。

(H)転換価額調整式で使用する「１株当たりの発行・処分価額」とは、それぞれ以下のとおりと

する。

(ⅰ)上記(B)(ⅰ)の場合には、当該払込金額又は処分価額（金銭以外の財産による払込の場合

にはその適正な評価額）

(ⅱ)上記(B)(ⅱ)の場合には、0円

(ⅲ)上記(B)(ⅲ)の場合には、当該転換価額

(ⅳ)上記(B)(ⅳ)の場合には、当該１株当たりの払込金額

(I)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当の基準日がある場合はその日、又

は株主割当の基準日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該各日における当社の有する当社普通株式数を控除した数

とする。

3) 上記2)により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用の日その他必要な事項を優先株主に通知す

る。但し、上記2)(B)(ⅱ)但書に示される株式の分割の場合その他適用の日の前日までに上記の

通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

4) 転換により交付すべき普通株式数

優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。転換により交付すべ

き普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調

整は行わない。

 

転換により交付すべき
普通株式数

 

＝

優先株主が転換請求のために提出
した優先株式の払込金額の総額

＋
優先株式累積
未払配当金相当額

転換価額

5) 転換請求受付場所

東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社

6) 転換の効力発生

転換の効力は、転換請求書及び優先株式の株券が上記5)に記載する転換請求受付場所に到着し

た時に発生する。但し、優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しない。

(7)普通株式への一斉転換

平成32年１月30日までに転換請求のなかった各種優先株式は、平成32年１月31日（以下「一斉転

換日」という。）をもって、当社が取得する。なお、当社は取得の対価として、各種優先株式１株の

払込金相当額及び当該各種優先株式に係る各種優先株式累積未払配当金相当額の合計額を、135円

（以下「一斉転換価額」という。）で除して得られる数の当社の普通株式を交付する。但し、転換

価額が一斉転換日までに上記(6)b)2)により調整された場合には、一斉転換価額についても同様の

調整を行うものとする。上記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、

会社法に定める１株に満たない端数に関する処置に準じてこれを取り扱う。

(8)期中転換又は一斉転換があった場合の取扱い

各種優先株式の転換請求又は一斉転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、

転換請求又は一斉転換がなされた日の属する事業年度の２月１日に転換があったものとみなして

これを支払う。
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(9)議決権

a) 第１回Ａ種優先株主、第１回Ｂ種優先株主、第１回Ｃ種優先株主及び第１回Ｄ種優先株主は、当社

による強制償還が可能となる日までの期間の長さ及び議決権数の多さに鑑み、既存の株主への

影響を考慮したため、株主総会において議決権を有しない。但し、以下に定める場合においては

議決権を有する。なお、第１回Ａ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株式又は第１

回Ｄ種優先株式に関し下記1)又は2)と同様の事由が生じた場合においても、他の当該優先株式

の株主は議決権を有するものとする。

1) 当該優先株主に対して優先配当金及び優先株式累積未払配当金相当額全額を支払う旨の議案が

前事業年度に係る定時株主総会に提出されない場合は当該定時株主総会より、又はその議案が

当該定時株主総会において否決された場合は当該定時株主総会の終結の時より、当該優先株主

に対して優先配当金及び優先株式累積未払配当金相当額全額を支払う旨の決議がなされた定

時株主総会の終結の時まで、議決権を有する。

2) 当社が、償還請求のあった第１回Ａ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株式又は

第１回Ｄ種優先株式について償還に応じることができなかった場合には、未償還の優先株式に

係る優先株主は、その後の当社株主総会において議決権を有する。

3) 平成19年１月31日に終了する事業年度以降のある事業年度末日における当社の連結損益計算書

上の営業利益が1,500,000,000円未満となった場合には、当該事業年度に係る定時株主総会か

ら、その後初めに当社の連結損益計算書上の営業利益が1,500,000,000円以上となる事業年度

に係る定時株主総会の終結の時まで、第１回Ａ種優先株主、第１回Ｂ種優先株主、第１回Ｃ種優

先株主及び第１回Ｄ種優先株主は議決権を有する。

(10)優先順位

a) 各種優先株式相互の優先配当金及び累積未払配当金の支払順位は、同順位とする。

b) 各種優先株式相互の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

(11)単元株式数　１株

(12)種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

(13)上記各項のほか、新株式の発行は各種の法令に基づく必要手続の効力発生を条件とする。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年２月１日～
平成21年４月30日

─ 176,447,840 ─ 5,821 ─ 4,321

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の確認ができず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成21年１月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ―

議決権制限株式(その他) ─ ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

362,000
― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式
175,435,000

第１回Ａ種優先株式
11,120

第１回Ｂ種優先株式
11,120

第１回Ｃ種優先株式
11,120

第１回Ｄ種優先株式
11,120

普通株式
175,435

第１回Ａ種優先株式
11,120

第１回Ｂ種優先株式
11,120

第１回Ｃ種優先株式
11,120

第１回Ｄ種優先株式
11,120

優先株式の内容につきましては
「１　株式等の状況　（1）株式の
総数等　②発行済株式（注）」に
記載しております。

単元未満株式
普通株式

606,360
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数

普通株式
176,403,360

優先株式
44,480

― ―

総株主の議決権 ― 219,915 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式485株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
丸善株式会社

東京都中央区日本橋
３丁目９番２号

362,000 ─ 362,000 0.20

計 ― 362,000 ─ 362,000 0.20
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
２月 ３月 ４月

最高(円) 64 79 100

最低(円) 54 54 72

(注)　上記は普通株式の株価の推移であり、最高・最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものです。なお、

種類株式については、非上場であるため記載しておりません。

　

　

　
３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結会計期間（平成21年２月１日から平成21年４月30日まで）については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令

第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成

しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成21年２月

１日から平成21年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,602 6,881

受取手形及び売掛金 12,446 ※４
 13,749

たな卸資産 － 16,128

商品及び製品 14,837 －

原材料及び貯蔵品 18 －

仕掛品 400 －

その他 981 1,081

貸倒引当金 △112 △122

流動資産合計 34,175 37,719

固定資産

有形固定資産 ※１
 3,295

※１
 3,314

無形固定資産 1,243 1,156

投資その他の資産

その他 7,943 7,702

貸倒引当金 △2,668 △2,675

投資その他の資産合計 5,275 5,027

固定資産合計 9,814 9,499

資産合計 43,989 47,218

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,657 ※４
 13,354

短期借入金 ※３
 6,000

※３
 14,000

未払法人税等 51 143

賞与引当金 256 103

返品調整引当金 84 124

ポイント引当金 256 256

その他 2,788 3,159

流動負債合計 27,095 31,141

固定負債

退職給付引当金 2,805 2,762

役員退職慰労引当金 5 4

その他 756 796

固定負債合計 3,567 3,563

負債合計 30,662 34,705
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,821 5,821

資本剰余金 4,321 4,321

利益剰余金 3,153 2,331

自己株式 △71 △71

株主資本合計 13,224 12,402

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 102 110

評価・換算差額等合計 102 110

純資産合計 13,327 12,513

負債純資産合計 43,989 47,218
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年４月30日)

売上高 29,724

売上原価 23,218

売上総利益 6,505

販売費及び一般管理費 ※１
 5,561

営業利益 944

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 0

持分法による投資利益 55

デリバティブ評価益 1

その他 16

営業外収益合計 74

営業外費用

支払利息 51

為替差損 95

支払手数料 53

その他 4

営業外費用合計 205

経常利益 813

特別利益

貸倒引当金戻入額 11

特別利益合計 11

特別損失

たな卸資産評価損 100

固定資産除却損 7

特別損失合計 107

税金等調整前四半期純利益 717

法人税、住民税及び事業税 28

法人税等調整額 －

法人税等合計 28

四半期純利益 689
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 717

減価償却費 119

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16

賞与引当金の増減額（△は減少） 152

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 51

持分法による投資損益（△は益） △55

有形固定資産除却損 6

投資有価証券売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 1,305

たな卸資産の増減額（△は増加） 871

その他の流動資産の増減額（△は増加） 97

仕入債務の増減額（△は減少） 4,302

未払消費税等の増減額（△は減少） 54

その他の流動負債の増減額（△は減少） △350

その他 △29

小計 7,227

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △166

法人税等の支払額 △94

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △31

無形固定資産の取得による支出 △143

投資有価証券の売却による収入 0

敷金及び保証金の差入による支出 △104

敷金及び保証金の回収による収入 31

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △249

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △8,000

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,279

現金及び現金同等物の期首残高 6,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 5,582
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

１　連結の範囲の変更

平成21年２月２日付で㈱オルモ（以下「旧オルモ」）の会社分割（新設分割）を行い、新たに設立した㈱

オルモを連結の範囲に含めております。なお旧オルモは商号を㈱ケヤキブックスに変更し、引き続き連結の範

囲に含めております。

２　持分法適用の範囲の変更

関連会社である㈱ビー・オー・エムは重要性が増したため、第１四半期連結会計期間から持分法適用の範

囲に含めております。

３　会計処理の原則及び手続の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。また、本会計基準を期首在庫の評価から適

用したとみなし、期首在庫に含まれる変更差額を「たな卸資産評価損」として特別損失に100百万円計上し

ております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利

益が、それぞれ22百万円増加し、税金等調整前四半期純利益が77百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

　められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

４　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等の著

しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年

度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

該当事項はありません。

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日)

前連結会計年度末
(平成21年１月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 5,881百万円
　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 5,835百万円
　

　２　偶発債務

　取引先に対する債務の保証

京セラ丸善システム
インテグレーション㈱

2百万円

　 　

　２　偶発債務

　取引先に対する債務の保証

京セラ丸善システム
インテグレーション㈱

2百万円

㈱栄松堂書店 1

※３　コミットメントライン契約

　当第１四半期連結会計期間末におけるコミット

メントライン契約に係る借入金未実行残高等は次

のとおりであります。

コミットメントラインの総

額
22,500百万円

借入実行残高 6,000

差引額 16,500

※３　コミットメントライン契約

　当連結会計年度末におけるコミットメントライ

ン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりで

あります。

コミットメントラインの総

額
22,500百万円

借入実行残高 14,000

差引額 8,500

　４　　　　　　　　――――― ※４　期末日満期手形の会計処理については、満期日に決

済が行われたものとして処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形を満期日に決済

が行われたものとして処理しております。

受取手形 8百万円

支払手形 612

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日 
 至　平成21年４月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

賃借料 1,247百万円

ポイント引当金繰入額 9

給料及び手当 1,888

賞与引当金繰入額 146

退職給付引当金繰入額 165

減価償却費 111
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日 
 至　平成21年４月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 5,602百万円

預入期間が３か月超の定期

預金
△20

現金及び現金同等物 5,582百万円
 

　

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 176,403,360

第１回Ａ種優先株式(株) 11,120

第１回Ｂ種優先株式 11,120

第１回Ｃ種優先株式 11,120

第１回Ｄ種優先株式 11,120

合計 176,447,840

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 373,240

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

当社グループの所有する有価証券は、企業集団の事業の運営において重要なものではありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループの行っておりますデリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要なものでは

ありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

当社グループは、ストック・オプションを発行しておりませんので、該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

重要性が乏しいため、記載しておりません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

　

　
教育・学術
事　　　業
(百万円)

店舗事業
(百万円)

出版事業
(百万円)

店舗内装
事業及び
その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
売上高

19,3598,693 638 1,03229,724 ― 29,724

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

371 62 275 31 741 (741) ―

計 19,7318,755 914 1,06430,466 (741)29,724

営業利益又は
営業損失(△)

1,222 △87 144 128 1,407 (462) 944

(注) １　事業区分は、顧客、販売方法の類似性に基づき区分しております。

２　各事業の主な事業内容

（1）教育・学術事業・・・・・・・・・教育に関わる様々なコンテンツやツールの提供等

（2）店舗事業・・・・・・・・・・・・店舗による知的・文化的ライフスタイル充実のための書籍、文具

の販売等

（3）出版事業・・・・・・・・・・・・学術専門書を中心とした書籍の出版等

（4）店舗内装事業及びその他事業・・・店舗設備の設計施工及び不動産賃貸業等

３　会計処理の方法の変更

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計

期間より、たな卸資産の評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更

しております。また、本会計基準を期首在庫の評価から適用したとみなし、期首在庫に含まれる変更差額を「たな

卸資産評価損」として特別損失に100百万円計上しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、教育・学術事業が７百

万円、出版事業が４百万円、それぞれ増加し、営業損失は、店舗事業が11百万円減少しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

　当社グループの連結会社は全て本国内所在のため、記載事項はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

　当社グループの海外売上高は連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日)

前連結会計年度末
(平成21年１月31日)

　 　

　 38.42円
　

　 　

　 34.20円
　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日 
 至　平成21年４月30日)

１株当たり四半期純利益 3.51円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 3.13円
　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年２月１日 
 至　平成21年４月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 689

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 618

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) 　

第１回Ａ種優先株式 17
第１回Ｂ種優先株式 17
第１回Ｃ種優先株式 17
第１回Ｄ種優先株式 17

普通株主に帰属しない金額(百万円) 71

普通株式の期中平均株式数(千株) 176,035

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
(百万円)

　

第１回Ａ種優先株式 17
第１回Ｂ種優先株式 17
第１回Ｃ種優先株式 17
第１回Ｄ種優先株式 17

四半期純利益調整額(百万円) 71

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株)

44,480

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

────
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(重要な後発事象)

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

（ブックオフコーポレーション株式会社の株式取得について）

平成21年５月13日付で株式会社講談社、株式会社集英社、株式会社小学館、大日本印刷株式会社、株式会社図書館

流通センター及び当社は、Ant Global Partners Japan Strategic Fund I,L.P.及びアント・ＤＢＪ投資事業有限

責任組合が保有するブックオフコーポレーション株式会社の全株式（発行済株式総数の28.90%）を各々取得する

株式譲渡契約を締結し、平成21年５月20日付で当該株式を取得いたしました。

１．株式取得の目的

株式会社講談社、株式会社集英社、株式会社小学館及び大日本印刷株式会社と大日本印刷株式会社のグループ

会社である株式会社図書館流通センター、当社は、ブックオフコーポレーション株式会社とともに、二次流通も含

めた出版業界全体の協力・共存関係を構築し、業界の持続的な成長を実現させていくために、今回の株式取得に

至りました。

２．株式取得の相手の名称

Ant Global Partners Japan Strategic Fund I,L.P.

アント・ＤＢＪ投資事業有限責任組合

３．株式を取得した会社の名称、事業内容

会社の名称　　ブックオフコーポレーション株式会社

事業内容　　　中古書店「ＢＯＯＫＯＦＦ」の展開と、新規中古業態の開発・運営・加盟店経営指導

４．取得した株式の数、取得価額及び取得後の議決権比率

取得した株式の数　　　1,083千株

取得価額　　　　　　　1,299百万円

取得後の議決権比率　　6.62％

　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年６月９日

丸善株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　西　　岡　　雅　　信　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　平　　野　　雄　　二　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸善

株式会社の平成21年２月１日から平成22年１月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成21

年２月１日から平成21年４月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、丸善株式会社及び連結子会社の平成21年４月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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